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華誠の動向
華誠パートナーが執筆した破産管財人優秀専門文章が上海市破産管財人協会から表彰
華誠が 2021 年度 ALB 中国法律大賞年度上海法律事務所にノミネート

法律の動向
市場監督管理総局、2021 年に 5 つの知的財産権関連法規立法作業計画あり
最高人民法院が国家賠償事件における精神的損害賠償責任の確定に関する司法解釈を公布

知的財産権
最高人民法院が知的財産権の懲罰的賠償司法解釈を公布 

ネットワークとデータセキュリティ
市場監督管理総局が「インターネット取引監督管理弁法」を公布

金融と証券
証券監督管理委員会が改正版「上場会社情報開示管理弁法」を公布



1995 年の創立以来、「誠実と信用、深慮、勤勉、進取」の企業文化の下、華誠は 400 名以上のエキスパ
ートを有し、全面的なサービスを行う法律サービス集団として発展してまいりました。華誠が常に堅持して
きたハイクオリティのサービス理念と広範囲にわたるサービスの提供により、世界的にも知名度のある多く
の企業が各種法律意見を求める際、及び知的財産権に関するサービスを求める際には、先ず華誠をお選び頂
いております。これは華誠が専門チームを構築し、クライアント様へのハイクオリティで多様なサービスの
提供を続けてきたことによるものであり、全国で最も優秀な法律事務所の 1 つとしても選ばれ、中国トップ
クラスの知的財産権サービスチームの栄誉を獲得しました。
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華誠律師事務所は 1995 年に設立され、中国において最も
早くから渉外法律サービスを提供してきた法律事務所の一つ
です。上海に本部を置き、北京、香港、ハルビン、蘭州、煙台、
広州、シカゴ、東京などの地域にて支所又は分室を設立して
おります。

20 年にわたり、華誠は商事戦略配置、企業運営と管理、
権利商業化及び伝統的な権利行使等の業務分野での抜きん出
た業績で各業界の顧客から好評を博し、認められています。
華誠は顧客の商業利益を重視し、文化娯楽産業、贅沢品業、
ハイテク業、軽工業、重工業及び金融先物業の何れにおいて
も豊富な経験を持ちます。最も早く ISO9001 国際品質体系
標準認証を受けた法律サービス機構として、華誠はサービス
プロセスと品質管理を始終厳しく徹底し、一流の渉外事務所
の風格と水準を守っています。

華誠は Chambers and Partners、The Legal 500 等多
数の国際的に認められた法律評価機構から「トップクラスの
知的財産法律事務所」の称号を受けています。それに、華誠
は「全国優秀律師事務所」、「中国において最も信頼できる
知的財産事務所」、「上海市渉外コンサル機構 A クラス資質」、
「上海市契約信用 A+ ランク企業」、「上海裁判所初の一級
破産管理人」等の資質と称号を獲得しました。

華誠の本部は上海に置かれ、北京及び蘭州に支社が設立
されております。華誠の特許代理業務は化学、生物、医薬、
機械、電子、通信、光学、物理、意匠、検索、特許有効性分
析、権利侵害分析、無効宣告請求、訴訟、特許コンサルティ
ング等を含み、クライアント様にサービスを提供する特許代
理部を設立いたしました。各特許代理部の代理人は豊富な代
理経験を持ち、複数の言語で直接案件を処理することができ
ます。

また、華誠は独自に開発した業務管理システムを有し、通
常のファイル管理、時限モニター機能のほか、拒絶理由通知
と回答を分析し、統計する独特の機能を持っており、同統計
データは代理人の業務レベルの評価と仕事改善に利用でき、
かつ依頼人に特許の分析・評価用として提供することができ
ます。

華誠律師事務所の紹介

華誠知識産権代理有限公司の紹介
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華誠パートナーが執筆した破産管財人優秀専門文章が上海市破産
管財人協会から表彰

最近、上海市破産管財人協会第 1期会員大会第 2回会議が上海で成功裏に開

催された。会議では、「破産管財人優秀専門文章」に選ばれた受賞者と機関が

表彰された。華誠律師事務所主管パートナーの銭軍亮弁護士とパートナーの朱

小蘇弁護士が執筆した、「『民法典』契約編の総則における若干の新規則が企

業破産に与える実務的な影響」という文章が 2等賞を受賞し、会場で授賞を受

けた。

華誠が 2021 年度 ALB 中国法律大賞年度
上海法律事務所にノミネート

このほど、「アジア法律雑誌」（Asian Legal 

Business）にて 2021 年度中国法律大賞の入選リスト

が正式に発表され、華誠が年度上海法律事務所の賞

にノミネートされた。

知るところによれば、ALB 中国法律大賞は業界を

リードする法律事務所と優秀な企業法務チーム、優

れた法律専門家、及び前年度の優秀な取引事例を表

彰することを目的としており、より多くの法律チー

ムと従事者が自らの分野で優れた貢献を行うよう奨

励することに力を入れている。

華誠は上海に本部を置く総合法律事務所として、

数年来上海の都市建設のために自ら微力を尽くして、

都市の重大なプロジェクトのために全方位型の法律

サービスを提供し、順調に進むようにサポートし、

都市のすべてのページの新しい成果と輝きを見届け

ている。

中国知的財産権新年フォーラム、華誠が
2020 年度「中国傑出知的財産権サービス
チーム」の称号を獲得

4 月 17日夜、「第 11期中国知的財産権新年フォー

ラム・2021 中国知的財産権代理人年次総会授賞式」

がセントレジス北京 (THE ST.REGIS BEIJING) で盛大

に開催された。授賞式において、華誠知的財産権サ

ービスチームは再び 2020 年度「中国傑出知的財産権

サービスチーム」の称号を獲得した。

年に一度の「中国傑出知的財

産権サービスチーム」選考活動

は「中国知的財産権」雑誌が主

催している。今回の選考活動は

知的財産権サービスチームの業

務範囲と専門の特長を出発点と

して、専門指標の格付けと取材

報道を総合的に結合するという

方式を採用し、選考に参加した

チームの総合的な能力を全方位的に評価した。
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市場監督管理総局、2021 年に 5 つの知的財
産権関連法規立法作業計画あり

このほど、市場監督管理総局が 2021 年立法作業計

画を発表し、年間の立法項目が合計 67件であることを

明確にした。これには、法律、行政法規の審議稿を 6

部起草する予定であること、部門規章を 61部制改定す

る予定であることが含まれている。知的財産権の保護

を強化するために、国務院に「中華人民共和国特許法

実施細則」、「商標代理管理弁法」、「特許出願行為

の規範化に関する若干の規定」、「馳名商標の認定と

保護に関する規定」、「団体商標、証明商標の登録と

管理に関する弁法」の合計 5部の知的財産権関連の法

規立法作業計画を提出する。

国家市場監督管理総局　より

最高人民法院が国家賠償事件における精神的損害賠償責任の確定に関する司法解釈を公布

このほど、最高人民法院は「国家賠償事件の審理における精神的損害に対する賠償責任の確定に係る法律適

用の若干の問題に関する解釈」（以下、「解釈」という）を公布し、2021 年 4月 1日から施行した。

「解釈」は合計 14条であり、主に 5つの部分の内容に分かれており、即ち、精神的損害に対する賠償請求

と受理、人に精神的損害を与え、重大な結果をもたらしたことの認定基準、責任方式の適用規則、精神的損害

に対する慰謝料の基準と支払、その他の条項となっている。「解釈」では、重大な結果をもたらす客観的な状

況を初めて規定しており、人に精神的損害をもたらす異なる程度の結果（人に精神的損害をもたらす、重大な

結果をもたらす、結果が特に重大である場合）と責任の負担方式、及び精神的損害に対する慰謝料の支払基準

に対応し、また、精神的損害に対する慰謝料の金額を確定する際に考慮する若干の要素を明確にした。

最高人民法院　より
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知的財産権

最高人民法院が知的財産権の懲罰的賠償
司法解釈を公布

最近、最高人民法院は「最高人民法院による知的

財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適

用に関する解釈」（以下、「解釈」という）を公布し、

2021 年 3月 3日から施行した。

「解釈」では知的財産権民事事件における懲罰的

賠償の適用範囲、故意、情状が重大な場合の認定、

計算基準額、倍数の確定などについて具体的な規定

を行った。「解釈」の趣旨は、裁判基準の明確化を

通じて、懲罰的賠償を正確に適用して重大な知的財

産権侵害行為を処罰するよう各級の裁判所を指導す

ることにある。「解釈」の公布は懲罰的賠償制度を

実行するための重要な措置であり、人民法院が知的

財産権の司法保護を全面的に強化するという決意を

はっきりと示しており、科学技術イノベーションの

法治環境の更なる最適化にとって重要な意義がある。

最高人民法院　より

国家知識産権局が商標の悪意ある抜け駆け登録行為を取り締まる特別措置を手配

国家知識産権局はこのほど、「商標の悪意ある抜け駆け登録行為取締特別措置方案」(以下、「方案」という)

を発行し、2021 年 3月から商標の悪意ある抜け駆け登録行為を取り締まる特別措置を集中的に展開すること

を決定した。

「方案」によると、特別措置では、「国家又は地域の戦略、重要な活動、重要な政策、重要なプロジェクト、

重要な科学技術プロジェクトの名称を悪意をもって抜け駆け登録する行為」等、商標の悪意ある抜け駆け登録、

不当な利益の画策、商標登録の管理秩序の撹乱、比較的大きな社会的悪影響をもたらす行為の 10種類を重点

的に取り締まる。「方案」ではまた、精確な取り締まりの強化、総合的な施策等の5大任務措置を明確にした。

例えば、商標の悪意ある抜け駆け登録行為の行政処罰情報を法や規則に基づいて全国公共信用情報リストに入

れることを推進し、信用ファイルに記入する。商標代理機関が商標の悪意ある抜け駆け登録行為に従事するこ

とに対する取り締まりを強化し、情状が重大な場合は、その機関が行う商標代理業務の受理停止について法に

基づき報告し請求するなどである。

国家知識産権局　より

　華誠は、知的財産権の業務分野において

業界での先進的な地位に立ち、豊かな経験を

有しています。最も早く渉外特許の代理資格を

獲得した知的財産権サービス機関の一つとし

て、華誠の知的財産権業務は、商標、特許、著

作権、及び各種の新しいタイプの知的財産権の

代理とコンサルティング業務、権利行使・訴訟

業務、及び商事知的財産権法律業務などをカ

バーしています。

華誠がご提供しているサービスには、主に

次のことが含まれています。

● 知的財産権代理及びコンサルティング業

務

● 知的財産権の権利行使及び訴訟業務

● 商事知的財産権法律業務
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市場監督管理総局が「インターネット取
引監督管理弁法」を公布

市場監督管理総局はこのほど、「インターネット

取引監督管理弁法」（以下、「弁法」という）を公布し、

2021 年 5月 1日から施行される。

「弁法」は合計 56条であり、総則、オンライン取

引事業者、監督管理、法的責任、付則の 5章が含ま

れている。そのうち、消費者の権益保護の問題につ

いて、「弁法」では、事業者は抱き合わせ販売商品

などの選択肢を消費者のデフォルトの同意として設

定してはならず、消費者が過去の取引で選択した選

択肢を消費者のデフォルトの選択として設定しては

ならず、展示期間の自動延長、料金の自動更新サー

ビスを要求する事業者は、消費者がサービスを受け

る前及び展示期間延長、料金更新の 5日前に、顕著

な方式で消費者の注意を喚起しなければならず、消

費者が自主的に選択することなどを要求している。

また、「弁法」では、インターネット経営主体の登録、

新業態の監督管理、プラットフォーム経営主体の責

任、個人情報保護などの重点的な問題について明確

に規定している。

国家市場監督管理総局　より

4 部門がよくあるタイプのアプリに必要
な個人情報の範囲の規定を発行

最近、国家インターネット情報弁公室秘書局など

4部門が共同で「よくあるタイプのモバイルインター

ネットアプリに必要な個人情報の範囲の規定」（以下、

「規定」という）を公布し、2021 年 5月 1日から施

行される。

「規定」では、マップナビゲーション、オンライ

ン配車予約、インスタントメッセージなど 39種類の

よくあるタイプのアプリに必要な個人情報の範囲を

明確化し、必要でない個人情報の提供にユーザーが

同意しないことにより、アプリの基本機能サービス

の利用を拒否してはならないと事業者に要求してい

る。「規定」によると、住宅賃貸販売類アプリの基

本機能サービスは「個人物件情報のリリース、住宅

の賃貸または売買」であり、必要な個人情報には、1.登

録ユーザーの携帯電話番号、2.物件の基本情報 :住

宅の住所、面積 /間取り、希望販売価格または賃貸

料が含まれている。オンライン動画類アプリの基本

機能サービスは「映画、音楽の検索と再生」であり、

個人の情報を必要とせずに、基本機能サービスを利

用することができる。

国家インターネット情報弁公室　より

ネットワークとデータセキュリティ



第 8 ページ金融と証券

証券監督管理委員会が改正版「上場会社情報開示管理弁法」を公布

中国証券監督管理委員会はこのほど、改正版「上場会

社情報開示管理弁法」（以下、「弁法」という）を公布し、

2021 年 5月 1日から施行される。

「弁法」の主な修正内容は以下の通りである。1.情

報開示の基本的な要求の完備、簡明・明晰・分かりやす

さという原則の追加、自発的開示についての規範的要求

の細分化等、2.定期報告制度の完備、上場会社の取締役、

監事、上級管理職の異議声明制度のピンポイント補強、

3.臨時報告についての要求の細分化、重大事件の状況の

補足改善、上場会社の重大事項開示時点の完備、4.情報

開示事務管理制度の完備、上場会社は内部情報を知る者の登録管理制度を構築しなければならないという要求

を追加、上場会社は取締役、監事、上級管理職が対外的に情報をリリースする際の行為規範を制定しなければ

ならないという要求を追加、5.監督管理措置の類型の完備、異議声明制度の濫用に対する法的責任を特別に

設置。

中国証券監督管理委員会　より


